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命 令 書（写)  

 

 

再 審 査 申 立 人  岡山地域労働組合 

 

再審査被申立人  フルハーフ岡山株式会社 

 

 

上記当事者間の中労委平成２３年（不再）第６１号事件（岡山県労委平成２

２年（不）第３号事件）について、当委員会は、平成２４年１０月３日第１６

８回第一部会において、部会長公益委員諏訪康雄、公益委員野﨑薫子、同柴田

和史、同山本眞弓、同中窪裕也出席し、合議の上、次のとおり命令する。 

 

主        文 

 

本件再審査申立てを棄却する。 

 

理        由 

 

第１ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

本件は、フルハーフ岡山株式会社（以下「会社」）の下記行為が、労働

組合法（以下「労組法」）第７条第２号に該当する不当労働行為であると

して、岡山地域労働組合（以下「組合」）が、平成２２年６月２３日（以

下「平成」の元号は省略）、岡山県労働委員会（以下「岡山県労委」）に

対し、救済を申し立てた事件である。 
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(1)  休職中であったＡ（以下「Ａ」）の職場復帰等を申入れ事項とした２

１年９月２５日付け及び同年１１月２５日付けの団体交渉申入れ（以下、

２度の申入れを合わせて「職場復帰団交申入れ」）について、会社は、

産業医からＡの主治医への意見収集及び会社指定の医療機関の診断結果

を踏まえて対応すると回答したにもかかわらず対応しないこと 

(2)  会社が、解雇したＡの解雇撤回等を申入れ事項とした２２年３月１日

付け及び同年６月２日付けの団体交渉申入れ（以下、２度の申入れを合

わせて「解雇撤回団交申入れ」）について回答しないこと 

２ 初審における請求する救済内容の要旨 

(1)  団体交渉応諾 

(2)  誓約文の掲示 

３ 初審命令の要旨 

岡山県労委は、２３年８月８日、上記１(1)及び(2)は労組法第７条第２

号の不当労働行為に該当するとして、会社に対し、①上記１(1)及び(2)の

団体交渉申入れに誠実に応じること、②①に係る文書手交を命じる旨を決

定し、同年９月８日、命令書（以下「初審命令」）を交付した。 

４ 再審査申立ての要旨 

組合は、２３年９月２６日、上記３の②を上記２(2)のとおりとする救済

を求めて、再審査を申し立てた。 

したがって、救済の内容の変更を求めて再審査を申し立てるものである

が、再審査の範囲は、当該救済内容に係る不当労働行為の事実そのものも

含まれることから、当審では、救済方法の適法性のみならず、不当労働行

為の成否も判断の対象となる。 

５ 本件の争点 

(1) 前提となる争点 

ア 会社が、職場復帰団交申入れに応じなかったことは、労組法第７条
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第２号に該当する不当労働行為であるか否か。 

イ 会社が、解雇撤回団交申入れに応じなかったことは、労組法第７条

第２号に該当する不当労働行為であるか否か。 

(2) 主たる争点 

初審命令主文第２項が会社に文書手交を命じた下記各誠実団体交渉

応諾について、文書掲示の救済命令の必要性があるか否か。 

ア ２１年９月２５日及び同年１１月２５日に組合が申し入れたＡの

職場復帰に係る団体交渉に誠実に応じなければならないこと 

イ ２２年３月１日及び同年６月２日に組合が申し入れたＡの解雇撤

回に係る団体交渉に誠実に応じなければならないこと 

 

第２ 当事者の主張の要旨 

１ 当事者の主張の要旨のうち、上記前提となる争点ア及びイについては、

初審命令書の理由第３記載のとおりであるから、これを引用する。 

 ２ 主たる争点（初審命令主文第２項が会社に文書手交を命じた各誠実団体

交渉応諾について、文書掲示の救済命令の必要性があるか否か） 

(1) 組合の主張 

初審命令は、会社に対して、組合への誓約文書の手交のみを命令して

いるが、この誓約文書の手交のみでは、会社に働く他の労働組合の組合

員やその他従業員に対して、会社の行為が不当労働行為と認定されたこ

と及び今後このような行為を繰り返さないとの会社の誓約を周知するこ

とができない。 

会社は、初審命令を不服として、岡山地裁に提起した不当労働行為救

済命令取消請求訴訟（岡山地裁平成２３年（行ウ）第２７号、以下「取

消訴訟」）において、初審命令書理由第３の２記載のほかに、会社は、下

記ア、イのとおり主張する。 
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ア 初審命令は、団体交渉の拒否について正当な理由があるか否か、な

いしは、申入れ内容が権利の濫用にあたるか否かを、具体的、実質的

に判断しないで、単に、本件団体交渉における申入れ内容が義務的団

体交渉事項であることのみをもって、本件団体交渉に応じなかった会

社の対応が不当労働行為にあたると、抽象的、形式的に判断している。

したがって、初審命令は不当、かつ、違法と言わざるを得ない。 

イ 会社は、企業内組合である申立外フルハーフ岡山労働組合（以下「フ

ルハーフ労組」）との間で、グループ会社への出向等について、十分

な話し合いをし、合意をしているのであるから、Ａ一人のみが加入す

る組合を特別扱いして団体交渉を行うことは、他の大多数の従業員と

の関係で、衡平に反する。したがって、組合の団体交渉の申入れは、

団体交渉権の濫用である。 

これらの会社の主張は、いずれも憲法２８条、労組法が定める労働組

合の団体交渉権、使用者の団体交渉応諾義務及び誠実交渉義務を認めず、

会社の違法、無法な判断を押しつけ、行政判断をも否定しようとするも

のである。したがって、上記主張をする会社が、当審の判断や裁判所の

判決が下り、確定するまでの間及び将来的に不当労働行為を繰り返すこ

とは明白である。これを防止するためには、文書の掲示が必要、不可欠

である。 

 (2) 会社の主張 

組合が要求する文書の掲示は、以下のとおり、不要である。 

ア 会社は、Ａを適法に解雇し、従業員の地位にないこと、解雇の有

効性について地位確認・賃金請求訴訟（岡山地裁平成２２年（ワ）

第１２２９号）の場で説明を尽くしていること、その他上記(1)ア

及びイのとおり、本件団体交渉の申入れを拒否する正当事由がある

し、組合の本件団体交渉申入れは権利の濫用にあたり許されないの
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で、会社の対応は不当労働行為に当たらない。したがって、初審命

令は違法であり、取り消されるべきであるから、組合の主張する文

書の掲示は不要である。 

イ 初審命令が会社に対し文書手交を命じている文書は、組合を名宛

人にしたものであるが、現在会社に組合の組合員は一人もいないし、

これまで会社と全従業員が所属している企業内組合であるフルハ

ーフ労組との間では何ら争いがない。したがって、上記文書を会社

内正面玄関に掲示しても、その内容を組合に対し告知することはで

きず、掲示の必要性はない。 

第３ 当委員会の認定した事実 

次のとおり改めるほかは、初審命令書の理由第４記載のとおりであるか

ら、これを引用する。この場合において、当該引用する部分中、「本件申

立時」を「初審申立時」、「答弁書」を「初審答弁書」と、それぞれ読み

替える。 

１ 第４の８を次のとおり改め、同８に係る証拠の摘示部分に「甲４６、甲

５０、乙２４」を加える。 

「 ２２年６月２３日の初審申立て後の同年７月３０日、Ａは、会社を被告

として、地位確認・賃金請求訴訟（岡山地裁平成２２年（ワ）第１２２９

号）を提起しており、当審結審時において係属中である。 

  一方、同年８月２５日から２３年１月２４日まで、岡山県労委において、

和解協議が行われたが、組合と会社との意向に隔たりが大きかったことか

ら合意には至らなかった。 

 ２３年９月２６日の再審査申立て後の同年１０月６日、会社は、岡山県

労委を被告として、初審命令に対する取消訴訟を提起したところ、２４年

５月２２日、岡山地裁は原告会社の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。

これを不服として、同年６月４日、会社は広島高裁岡山支部に控訴してい
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る。                               」 

 

第４ 当委員会の判断 

１ 前提となる争点（職場復帰団交申入れ及び解雇撤回団交申入れに対して

会社が応じないことの不当労働行為該当性）について 

当委員会も、会社が組合の職場復帰団交申入れ及び解雇撤回団交申入れ

に応じないことは、労組法第７条第２号に該当する不当労働行為であると

判断する。その理由は、次のとおり改めるほかは、初審命令書の理由第５

の１、２及び３記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、この

場合において、当該引用する部分中、「前記第４」は「前記第３」と読み替

える。 

(1) 第５の２(2)ウ及び同３(2)イ中、「疎明はない」を「証拠はない」に

改める。 

(2) 第５の２(5)中、「申入れ自体が虚偽事実に基づく不当な利益を実現し

ようとするものか否かを判断するまでもなく、」を「同申入れが会社の

主張する虚偽事実に基づく不当な利益を実現しようとするものである

ことを認めるに足る証拠はなく、」に改める。 

 

２ 主たる争点（各誠実団体交渉応諾について、文書掲示の救済命令の必要

性があるか否か）について 

組合は、初審命令による誓約文書の手交のみでは、会社に働く従業員等

に対して、当該会社の誓約を周知することができないこと、取消訴訟にお

ける会社の対応によれば、将来不当労働行為を繰り返すことは明白であり、

これを防止するために文書の掲示が必要、不可欠である旨主張する。（前記

第２の２(1)） 

(1) 本件の事実関係を確認する。 
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ア 会社は、業績が悪化したことにより、人員を削減する方針を決定

し、２１年４月、全従業員約１７０名に対して、出向、希望退職の

募集を告知したが、これに関連して、組合からＡに係る出向問題及

び希望退職問題等についての団体交渉の申入れを受けたことから、

組合の要求する日程どおり、２１年４月３０日に第１回の、同年６

月３日に第２回の団体交渉にそれぞれ応じた。これらの団体交渉に

おいては、双方の主張が対立したため、合意には至らなかったが、

団体交渉中の会社の対応等について特段の問題があったとの事情は

うかがえない。 

イ 会社の上記方針に基づき、同年５月に７１名が希望退職するとと

もに、同年６月には５３名がグループ会社へ出向し、この結果、会

社に残った従業員は４３名となった。なお、Ａも同年６月に上記出

向を命じられたが、下記ウの経過により、これに応じることはなか

った。 

ウ Ａは、第２回団体交渉が行われた翌日の同年６月４日から、自宅療

養のため休暇を申請し、その後休職となった。同年９月２５日以降、

組合が、Ａの職場復帰等を申入れ事項とした団体交渉を申し入れた

のに対し、会社は、代理人弁護士名義の書面により、組合に、会社

選任産業医がＡの主治医から意見収集を行うための情報提供依頼書

の返送等を依頼するとともに、同意見収集の結果によっては、会社

指定の医療機関における受診をＡに求めることがあり得ることを通

知し、その後、Ａの主治医から診療情報提供書の提供を受け、Ａに

産業医及び精神科医師の診断を受けるよう求めた。会社は、上記団

体交渉申入れについては、上記意見収集及び診断の結果を踏まえた

上で対応する旨組合に回答し、Ａはそのまま休職を続けた。会社は、

２２年２月２５日に至り、会社にはＡが従事する業務が存在しない
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として、同人を解雇した。 

(2)  本件は組合の職場復帰団交申入れ及び解雇撤回団交申入れが会社に

拒否されたことを申立事実とするものであり、組合に対する本件不当

労働行為による侵害及び同侵害による集団的労使関係の秩序の回復

にあっては、初審命令主文第１項のとおり、誠実な団体交渉応諾を命

じることが基本で、これが最も直接の適切な是正方法となることは明

らかである。そして、会社の本件団体交渉申入れに対する姿勢にかん

がみて、会社が本件と同様の行為を繰り返すおそれを防止するために

必要かつ相当なものとして、初審命令は、主文第１項に加え、同第２

項で文書手交を命じたものと思料される。 

なお、初審命令後の会社の対応等の事情に変化は認められない。 

 (3) 上記のとおり、会社が職場復帰団交申入れ及び解雇撤回団交申入れ

に応じないことは労組法第７条第２号に該当する不当労働行為であ

る。そして、以上の事情及び本件審査の全趣旨、すなわち、組合の第

１回及び第２回団体交渉申入れへの会社の対応、その後の会社を取り

巻く事情と本件団交拒否に至る経緯などを踏まえると、当委員会も、

本件の救済方法としては、上記本件団体交渉申入れに対する誠実団交

応諾を会社に命じることに加えて、双方の団体交渉の円滑化を図り、

将来同様の団体交渉拒否を繰り返すことを防止する観点から、会社に

文書手交を命じることは相当であるが、文書掲示による周知までの必

要性は認められないものと解する。 

３ 結論 

 上記１において判断したとおり、不当労働行為の成否に関する初審判断

は妥当であり、同２のとおり、救済内容についても変更の必要性は認めら

れない。 
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よって、労組法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の１２並びに労働委

員会規則第５５条の規定に基づき、主文のとおり命令する。 

 

平成２４年１０月３日 

 

中央労働委員会 

第一部会長 諏訪 康雄 ㊞ 


